
改正精神保健福祉法の施行に関わる主な検討課題

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針の策定（平成26年４月施行）

○６月に成立した改正精神保健福祉法では、厚生労働大臣は、「精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に
応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めなければならない」とされ
ている（平成26年４月施行）。

精神病床の機能分化に関する事項

○指針の内容について検討すべき事項は下記のとおり。

※その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項

精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項

精神障害者に対する医療の提供に当たっての医師、看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士
その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項

資料５
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要
（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。

(２)保護者制度の廃止
主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、
負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。

(３)医療保護入院の見直し
①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。

＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
②精神科病院の管理者に、

・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置
・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携
・退院促進のための体制整備

を義務付ける。

(４)精神医療審査会に関する見直し
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日）

政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、
医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方、入院中の
処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

１．改正法の概要

２．施行期日

３．検討規定

精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の策定、
保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。
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精神保健医療福祉の現状及び課題について

○ 精神疾患患者は３２０万人であり、いわゆる４大疾患（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）よりも多い

状況。

○ 近年の新規入院患者の入院期間は短縮傾向にあり（約９割が１年以内に退院）、特に統合失調症の入

院患者数が減少。これに伴い、精神病床の病床数は減少傾向にある。

※ 入院期間の短縮傾向の要因として、治療薬の発達や救急医療体制の整備が挙げられる。

現状①
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現状②

○ 他方、依然として２０万人を超える長期入院患者（１年以上）が存在。

単位：万人
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現状③

○ うつ病等の気分障害や認知症患者数が増加し、また、薬物依存や発達障害への対応等の社会的要請

が高まっているなど、精神科医療に対する需要は高まり、多様化している。

○ 近年、精神保健指定医（※）の診療所開業が増える一方で、ニーズの高まっている病院での急性期医療

に携わる人材の不足が生じている。

※ 身体拘束の判断や本人の同意によらない入院の判断等を行う資格を持つ精神科医

○ 入院医療について、統合失調症の長期入院患者
を前提とした体制から患者の状態像に応じて急性
期医療を適切に提供できる体制とするため、
・ 急性期に手厚い医療を提供するため、医師、看
護師等の配置を見直すなど精神病床の機能分化
の推進
・ 早期退院を目指し、精神障害者を家族だけでな
く地域で支える仕組みとするための保護者制度等
の見直し
が必要。

○ 精神疾患患者の地域生活を支え、また、多様化
するニーズに対応するため、多職種（医師、看護
師、精神保健福祉士、作業療法士等）による外来
や訪問での医療提供体制の充実が必要。

課題
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「保護者」は、精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなど、患
者の生活行動一般における保護の任に当たらせるために、設けられた制度。
① 任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせること
② 任意入院者及び通院患者を除く精神障害者の財産上の利益を保護すること
③ 精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること
④ 任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに

当たって医師の指示に従うこと
⑤ 回復した措置入院者等を引き取ること
⑥ 医療保護入院の同意をすることができること
⑦ 退院等の請求をすることができること

という役割が規定されている。

【保護者になり得る者とその順位】
① 後見人又は保佐人、② 配偶者、③ 親権を行う者、
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

現行の精神保健福祉法上の保護者制度

現行の精神保健福祉法上の入院形態

１ 任意入院
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要

２ 措置入院

【対象】 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者

【要件等】 精神保健指定医２名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事
が措置

３ 医療保護入院

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医の診察及び保護者の同意が必要

例えば・・・
■ 幻聴に従って夜中に太鼓を叩くなどの迷惑
⾏為を⾏っているが、本⼈は「神様と対話
している」と主張し、病気の自覚がない
ケース。

■ 「誰かに追われている」との妄想から
いわゆる「ゴミ屋敷」に身を潜め、保健師が
入院の説得を試みても、「家で隠れていた方
が安全」と主張し、入院の同意をしない
ケース。

これまでの保護者制度の改正経緯

改正年 改正内容

平成５年 ・ 「保護義務者」の名称を
「保護者」に改正

平成11年 ・ 治療を受けさせる義務等の
対象から任意入院者及び
通院患者を除外

・自傷他害防止監督義務を削除

○衆議院附帯決議
（※参議院でも同旨の決議）
成年後⾒制度及び社会福祉事

業法等の⾒直しの動向を踏まえ、
家族・保護者の負担を軽減する
観点から、保護者制度について
早急に検討を加え、精神障害者
の権利擁護制度の在り⽅につい
て引き続き検討を進め、その充
実を図ること。
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＜平成２５年６月１２日 衆議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 精神障害のある人の保健・医療・福祉施策は、他の者との平等を基礎とする障害者の権
利に関する条約の理念に基づき、これを具現化する方向で講ぜられること。

二 精神科医療機関の施設基準や、精神病床における人員配置基準等については、精神障
害者に対する医療の提供を確保するための指針の内容を踏まえ、一般医療との整合性を
図り、精神障害者が適切な医療を受けられるよう、各規定の見直しを検討すること。なお、
指針の策定に当たっては、患者、家族等の意見を反映すること。

三 「家族等いずれかの同意」による医療保護入院については、親権を行う者、成年後見人
の権利が侵害されることのないよう、同意を得る優先順位等をガイドラインに明示し、厳正
な運用を促すこと。

四 精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わ
ず、精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策を講ずること。
また、代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急に検討を行い、精神障害
者の権利擁護の推進を図ること。

五 非自発的入院の減少を図るため、「家族等いずれかの同意」要件も含め、国及び地方自
治体の責任、精神保健指定医の判断等、幅広い観点から、速やかに検討を加えること。

六 精神疾患の患者の権利擁護を図る観点から、精神医療審査会の専門性及び独立性を
高めることや精神医療審査会の決定に不服のある患者からの再度の請求への対応など機
能強化及び体制の整備の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。

七 非自発的入院の特性に鑑み、経済面も含め、家族等の負担が過大にならぬよう検討す
ること。

八 精神科病院の管理者に対し、医療保護入院について、可能な限り、患者の人権に十分
配慮した入院、入院後の治療行為の患者本人への説明に加えて、速やかな退院の促進
に努めることを指導徹底するとともに、医療保護入院等の患者の退院後における地域生活
への移行を促進するため、相談対応や必要な情報の提供、アウトリーチ支援など、その受
け皿や体制整備の充実を図ること。

九 認知症の人については、あくまでも住み慣れた地域で暮らし続けることを基本に置き、精
神科病院への「社会的入院」の解消を目指すとともに、地域の支援・介護体制の強化に取
り組むため、「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」の推進など医療福祉全般に
わたる総合的な対策を講ずること。

十 認知症の人の本人意思を尊重する観点から、成年後見制度の改善・普及のほか、本人
の意思や希望をできる限り早期に確認し、それを尊重したケアの提供を確保する取組を進
めること。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

＜平成２５年５月３０日 参議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 精神障害のある人の保健・医療・福祉施策は、他の者との平等を基礎とする障害者の権
利に関する条約の理念に基づき、これを具現化する方向で講ぜられること。

二 精神科医療機関の施設基準や、精神病床における人員配置基準等については、精神障
害者に対する医療の提供を確保するための指針の内容を踏まえ、一般医療との整合性を
図り、精神障害者が適切な医療を受けられるよう、各規定の見直しを検討すること。

三 精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わ
ず、精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策を講ずること。
また、非自発的入院者の意思決定及び意思表明については、代弁を含む実効性のある支
援の在り方について早急に検討を行うこと。

四 非自発的入院の減少を図るため、「家族等いずれかの同意」要件を含め、国及び地方自
治体の責任、精神保健指定医の判断等、幅広い観点から、速やかに検討を加えること。

五 精神疾患の患者の権利擁護を図る観点から、精神医療審査会の機能強化の在り方を検
討し、必要な措置を講ずること。

六 非自発的入院の特性に鑑み、経済面も含め、家族等の負担が過大にならぬよう検討す
ること。

七 医療保護入院等の患者の退院後における地域生活への移行を促進するため、相談対
応や必要な情報の提供、アウトリーチ支援など、その受け皿や体制整備の充実を図ること。
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